
３．離婚された方の状況
(1) 養育費の取り決め＜離婚・未婚によりひとり親になった方を対象として集計＞

母子は取り決めを行っている割合が減少した。（▲5.0%）

母子に比べ父子は取り決めている割合が少ない。（母子44.2%父子16.5%）

図 9 養育費の取り決め
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文書なし#

①取り決めを行った方法
母子は約７割（72.6%）で文書による取り決めを行っているが、父子では約半数（51.4%）に止まる。

図 10 取り決めを行った方法
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②取り決めていない理由

図 11 取り決めていない理由

母子は「相手に支払う意思がない」(25.4%)「支払う能力がない」(22.1%)「関わりたくない」(18.3%)の順で多く、
父子は「自分の収入で経済的に問題なし」(26.2%)「支払能力がない」(23.0%)「関わりたくない」(18.0%)の順で
多い。
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③養育費の支払い

図 12 養育費の支払い

表 9 養育費の支払い

(

取
り
決
め
て
い
な
い
理
由

)
 自分の収入等で経済的に問題ない

 取り決め交渉がわずらわしい
 相手に支払う意思がない

 相手と関わりたくない (233) (18.3)

 その他
 無回答（含無効）

(54) (4.2)

(60) (4.7)

(2.9)

1,250 44.2 1,945 49.2

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査
人　数 割合 人　数 割合 割合

 相手に支払う能力がない
 養育費を請求できることを知らなかった

 親権者が養育費を負担するもの

 取り決め交渉をしたが不成立
 現在交渉中（交渉予定）

 身体的・精神的暴力を受けたから

(9) (0.7)

(57) (4.5)

(57) (4.5)

(25.4)

(282) (22.1)

(4)

取り決めを行った

取り決めていない

計

(94) (7.4)

(89) (7.0)

(323)

(43.9) (1,101) (56.6)

(179) (14.3) (222) (11.4)

(0.3)

(12)

(32.0)

(0.9)

差　引　増　減
人　数

▲695 

(▲43)

(▲552)

▲145 

2,831 100.0 3,951 100.0 ▲1,120 0.0 

不明（含無効） 307 10.8 587 14.9 ▲280 ▲4.1 

1,274 45.0 1,419 35.9

(▲12.7)

9.1 

(549)

 文書なし (343) (27.4)

(▲100) (9.8)(

履
行

)

 不定期に支払われている
 取り決めどおり支払われていない

 取り決めどおり支払われている

 文書あり（判決・調停・審判等） (710) (56.8)

 文書あり（上記以外の文書） (197) (15.8)

▲5.0 

(

方
法

)

(522) (41.8) (622)

母子は支払われていない割合が減少し(▲12.7%)、支払われている割合が増えているが、父子は支払われ
ていない割合が増加し(▲31.4%)、支払われている割合が減っている。

平成２３年度調査では、 

取決方法の調査項目なし 

平成２３年度調査では、 

取り決めていない理由の 

調査項目なし 

母子世帯 

父子世帯 
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(2) 子どもとの面会交流の状況（今回新規調査）＜離婚・未婚によりひとり親になった方を対象として集計＞

母子の取り決めていない割合は53.9%、父子は49.1%程度。

図 13 子どもとの面会交流の状況

 無回答 (2) (5.7)

(単位：人、％、ポイント)

人　数
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今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減
割合 人　数 割合 人　数 割合

取り決めを行った 16.5 42 15.7 ▲7 0.8 

(

方
法

)

 文書あり（判決・調停・審判等） (25.7)

 文書あり（上記以外の文書） (9) (25.7)

 文書なし (17) (48.6)

(

履
行

)

 取り決めどおり支払われている (14) (40.0) (10) (23.9) (4) (16.1)

 不定期に支払われている (5) (14.3) (2) (4.9) (3) (9.4)

 取り決めどおり支払われていない (14) (40.0) (30) (71.4) (▲16) (▲31.4)

取り決めていない 122 57.5 154 57.7 ▲32 ▲0.2 

(

取
り
決
め
て
い
な
い
理
由

)

 自分の収入等で経済的に問題ない (32) (26.2)

 取り決め交渉がわずらわしい (12) (9.8)

 相手に支払う意思がない (13) (10.7)

 相手に支払う能力がない (28) (23.0)
 養育費を請求できることを知らなかった (2) (1.6)

 親権者が養育費を負担するもの (4) (3.3)

 取り決め交渉をしたが不成立 (1) (0.8)

 現在交渉中（交渉予定） (1) (0.8)

 身体的・精神的暴力を受けたから (0) (0.0)

267 100.0 ▲55 0.0 

 相手と関わりたくない (22) (18.0)

 その他 (2) (1.6)

 無回答（含無効） (5) (4.1)

(0) (0.0) (2) (5.7)

不明（含無効） 55 26.0 71 26.6 ▲16 ▲0.6 

計 212 100.0

父子世帯 

平成２３年度調査では、 

取決方法の調査項目なし 

平成２３年度調査では、 

取り決めていない理由の 

調査項目なし 
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①取り決めを行った方法
母子・父子ともに約６割（母子61.4%、父子59.3%）程度は文書による取り決めを行っている。

図 14 取り決めを行った方法

②取り決めていない理由

図 15 取り決めていない理由

母子は「相手と関わりたくない」(25.4%)「取り決めなくても交流できる」(20.5%)「相手が希望しない」(15.6%)順
で多く、父子は「取り決めなくても交流できる」(26.0%)「相手と関わりたくない」(18.3%)「子どものためにならな
い」(11.5%)順で多い。
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※ 「取り決めを行った」と回答した数を１００％として作成 
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③面会実施状況

図 16 面会実施状況

母子・父子ともに取り決めどおり会っている割合が増加している。（母子＋18.6%、父子＋22.1%）
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表 10 子どもとの面会交流の状況

 親族が反対している (12) (0.8)

(

取
り
決
め
て
い
な
い
理
由

)

 無回答（含無効） (11) (0.7)

 養育費を支払わないから (59) (3.9)

 子どものためにならない (58) (3.8)

不明（含無効） 508 17.9

 現在交渉中（交渉予定） (6) (0.4)

 その他 (135) (8.9)

 取り決めの交渉がまとまらない (25) (1.6)

 取り決めなくても交流できる (313) (20.5)
 子どもの連れ去り、虐待可能性 (7) (0.5)

 子どもが会いたがらない (90) (5.9)

 取り決め交渉がわずらわしい (94) (6.2)
 身体的・精神的暴力を受けたから (89) (5.8)

 取り決めどおり会っている
 取り決めどおりでは無いが会っている

 今は会っていない
 会っていない

▲363 5.9 
(234) (29.3) 1,894 54.5 ▲1,660 ▲25.2 
(169) (21.2) 532

取り決めていない 1,525 53.9

取り決めを行った 798 28.2 3,478

(

方
法

)

 文書あり（判決・調停・審判等） (308) (38.6)

 文書あり（上記以外の文書） (182) (22.8)
 文書なし (308) (38.6)

2,831 100.0 3,478 88.0 ▲647 12.0 

 相手と関わりたくない

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減
人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

(388) (25.4)

 相手が面会交流を希望しない (238) (15.6)

(203) (25.4)

(

面
会
状
況

)

15.3

▲65 17.7 
(192) (24.1) 784 22.5 ▲592 1.6 

268 7.7

計

(

方
法

)

 文書あり（判決・調停・審判等）

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減
人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

取り決めを行った 54 25.5 205
(17) (31.5)

 文書あり（上記以外の文書） (15) (27.8)
 文書なし (22) (40.7)

(

面
会
状
況

)

 取り決めどおり会っている (17) (31.5) 25 12.2 ▲8 19.3 
 取り決めどおりでは無いが会っている (9) (16.7) 52 25.4 ▲43 ▲8.7 
 今は会っていない (10) (18.5) 35 17.1 ▲25 1.4 
 会っていない (18) (33.3) 93 45.4 ▲75 ▲12.1 

取り決めていない 104 49.1
(

取
り
決
め
て
い
な
い
理
由

)

 取り決め交渉がわずらわしい (10) (9.6)
 身体的・精神的暴力を受けたから (2) (1.9)

 相手と関わりたくない (19) (18.3)

 相手が面会交流を希望しない (6) (5.8)

 取り決めなくても交流できる (27) (26.0)
 子どもの連れ去り、虐待可能性 (4) (3.8)

 子どもが会いたがらない (9) (8.7)

 養育費を支払わないから (0) (0.0)

 子どものためにならない (12) (11.5)

 親族が反対している (0) (0.0)

 取り決めの交渉がまとまらない (2) (1.9)

 現在交渉中（交渉予定） (0) (0.0)

 その他 (9) (8.7)

 無回答（含無効） (4) (3.8)

不明（含無効） 54 25.5 2
計 212 100.0 205 100.0 7 0.0 

平成２３年度調査では、 

取決方法の調査項目なし 

平成２３年度調査では、 

取り決めていない理由の 

調査項目なし 

母

子

世

帯 

父

子

世

帯 
平成２３年度調査では、 

取決方法の調査項目なし 

平成２３年度調査では、 

取り決めていない理由の 

調査項目なし 

29



４．満足度、困りごと、相談相手
(1) 現在の生活に対する満足度

図 17  現在の生活に対する満足度

表 11  現在の生活に対する満足度

母子は満足度に大きな割合の変化はないが、父子は満足している割合(＋7.2%)及びまあ満足している割合(＋
6.0%)が増加している。

▲273 1.0 

満足している 267 9.4 367 9.3

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

やや不満だ 381 13.5 562 14.2

7 1.1 

計 2,831 100.0 3,951 100.0 ▲1,120 0.0 

不明（含無効） 90 3.2 83 2.1

不満だ 408 14.4 617 15.6 ▲209 ▲1.2 

▲181 ▲0.7 

満足している

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

▲364 ▲0.3 どちらともいえない 899 31.7 1,263 32.0

▲100 0.1 

まあ満足している 786 27.8 1,059 26.8

28 13.2 16 6.0 12 7.2 

まあ満足している 62 29.2 62 23.2 0 6.0 

どちらともいえない 62 29.2 95 35.6 ▲33 ▲6.4 

やや不満だ 20 9.5 36 13.5 ▲16 ▲4.0 

不満だ 28 13.2 51 19.1 ▲23 ▲5.9 

不明（含無効） 12 5.7 7 2.6 5 3.1 

計 212 100.0 267 100.0 ▲55 0.0 
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9.4 

26.8 

27.8 

32 
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14.4 
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(2) 自分自身の困りごと（複数回答）

図 18 自分自身の困りごと

「家計」が母子・父子ともに最も多く(母子59.6%、父子37.7%)、その次に「気持ち・情緒面」(母子34.9%、父子
19.3%)、「健康」(母子25.2%、父子25.9%)が母子・父子ともに多い。母子では仕事(29.8%)、父子では食事・栄養
(20.8%)の悩みも多く見られる。
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表 12 自分自身の困りごと

# ###

# 267

34.9

11.6

▲799 ▲3.3 

結婚 109 3.9 134 3.4 ▲25 0.5 

家計 1,686 59.6 2,485 62.9

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

▲4 2.4 

気持ち・情緒面 987 34.9 1,379

仕事 843 29.8 1,320 33.4 ▲477 ▲3.6 

不明（含無効） 80 － 63 － 17 －

特にない 257 9.1 328 8.3

▲204 ▲2.6 

その他 196 6.9 288 7.3 ▲92 ▲0.4 

親・兄弟姉妹の介護等 254 9.0 458

▲264 ▲0.1 

衣服・身のまわり 138 4.9 178 4.5

▲392 0.0 

▲3,005 ▲10.0 

健康 713 25.2 1,094 27.7 ▲381 ▲2.5 

食事・栄養 245 8.7 249 6.3

計 6,694 233.9 9,699 243.9

▲71 0.8 

▲273 ▲1.6 

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

住居 529 18.7 802 20.3

▲40 0.4 

勉学・進学 657 23.2 921 23.3

健康 55 25.9 74 27.7 ▲19 ▲1.8 

食事・栄養 44 20.8 73 27.3 ▲29 ▲6.5 

気持ち・情緒面 41 19.3 71 26.6 ▲30 ▲7.3 

衣服・身のまわり 24 11.3 32 12.0 ▲8 ▲0.7 

勉学・進学 41 19.3 62 23.2 ▲21 ▲3.9 

仕事 38 17.9 82 30.7 ▲44 ▲12.8 

7 2.6 29 14.4 

住居 20 9.4 135 50.6 ▲115 ▲41.2 

家計 80 37.7 32 12.0 48 25.7 

結婚 21 9.9 33 12.4 ▲12 ▲2.5 

不明（含無効） 13 － － － － －

計 435 205.2 647 242.3 ▲212 ▲37.1 

親・兄弟姉妹の介護等 17 8.0 14 5.2 3 2.8 

その他 5 2.4 32 12.0 ▲27 ▲9.6 

特にない 36 17.0

母子世帯 

父子世帯 

※ 全回答数を１００％として作成 
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(3) 困りごとについて相談した相手（複数回答）

図 19 困りごとについて相談した相手

母子・父子ともに、親族・友人が多く（母子：友人41.0%、両親、兄弟姉妹42.0%、父子：友人24.0%、両親、兄弟姉
妹20.3%）、父子は相談しない傾向が強い。（相談することではない父子37.7%、母子22.7%）

※ 全回答数を１００％として作成 
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表 13 困りごとについて相談した相手

# ###

# 267

▲465 0.1 

その他親戚 64 2.3 107 2.7 ▲43 ▲0.4 

両親・兄弟姉妹 1,190 42.0 1,655 41.9

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

8.1 308 7.8

▲96 ▲0.7 公的機関 169 6.0 265 6.7

▲614 ▲3.9 

弁護士 50 1.8 111 2.8 ▲61 ▲1.0 

友人 1,160 41.0 1,774 44.9

▲12 1.2 

計 3,765 133.0 5,449 137.9 ▲1,684 ▲4.9 

無回答（含無効） 146 5.2 158 4.0

▲62 ▲0.4 

相談するようなことではない 644 22.7 897 22.7 ▲253 0.0 

その他 112 4.0 174 4.4

▲78 0.3 相談相手はいない 230

※割合は、調査者数を１００とした割合

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

両親・兄弟姉妹 51 24.1 72 27.0 ▲21 ▲2.9 

その他親戚 3 1.4 8 3.0 ▲5 ▲1.6 

友人 43 20.3 60 22.5 ▲17 ▲2.2 

弁護士 5 2.4 6 2.2 ▲1 0.2 

公的機関 16 7.5 13 4.9 3 2.6 

その他 6 2.8 5 1.9 1 0.9 

相談相手はいない 27 12.7 37 13.9 ▲10 ▲1.2 

相談するようなことではない 80 37.7 97 36.3 ▲17 1.4 

無回答（含無効） 17 8.0 18 6.7 ▲1 1.3 

計 248 117.0 316 118.4 ▲68 ▲1.4 

母子世帯 

父子世帯 
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(4) 親族・友人以外で困りごとを相談したい相手（複数回答）
母子・父子ともに、相談したい相手がいる場合は母子・父子世帯経験者（母子32.5%、父子22.2%）が一番多い。

図 20 親族・友人以外で困りごとを相談したい相手

表 14 困りごとについて相談した相手

#

# 267

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

その他 148 5.2 383 9.7 ▲235 ▲4.5 

弁護士 202 7.1 391 9.9 ▲189 ▲2.8 

▲554 ▲4.8 

心理専門職 376 13.3 711 18.0 ▲335 ▲4.7 

母子・父子世帯経験者 920 32.5 1,474 37.3

▲329 0.5 特になし 884 31.2 1,213 30.7

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

15 5.3 

計 3,023 106.8 4,650 117.7

母子・父子世帯経験者 47 22.2

▲7 ▲11.4 

特になし 85 40.1 113 30.7 ▲28 9.4 

無回答（含無効）

無回答（含無効） 493 17.4 478 12.1

弁護士 17 8.0 17 9.9 0 ▲1.9 

その他 8 3.8 20 9.7 ▲12 ▲5.9 

▲1,627 ▲10.9 

66 37.3 ▲19 ▲15.1 

心理専門職 14 6.6 21 18.0

48 22.6 47 12.1 1 10.5 

計 219 103.3 284 103.3 ▲65 0.0 

父子世帯 

母子世帯 
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※ 全回答数を１００％として作成 
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(5) 本人の最終学歴

図 21 本人の最終学歴

①中退者の中退時期
母子・父子ともに高等学校が最も多い。(母子59.3%、父子70%)

図 22 中退者の中退時期

母子父子ともに高等学校卒業が最も多く、約４割(母子39.9%、父子46.7%)を占める。

7.9 

4.7 

42.2 

39.9 

3.7 

3.3 

17.6 

17.6 

7.7 

9.9 

14.3 

15.5 

5.1 

6.7 

0.4 

0.1 

1.1 

2.3 

H23

H28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校 高等学校 高等専門学校 短期大学 大学・大学院 

専修学校・各種学校 中退 その他（在学中等） 無回答（含無効） 

母子世帯 

11.2 

8 

48.8 

46.7 

2.6 

2.4 

3 

4.2 

15 

15.6 

10.9 

9.9 

5.2 

9.4 

0.7 

2.6 

3.8 

H23

H28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校 高等学校 高等専門学校 短期大学 大学・大学院 

専修学校・各種学校 中退 その他（在学中等） 無回答（含無効） 

父子世帯 

60.5 

59.3 15.9 

9 

11.1 

14.5 

8.5 

16 

5.3 

H23

H28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高等学校 高専・専修・各種学校 短期大学 大学 その他（不明） 

母子世帯 

35.7 

70 

7.1 

5 

50 7.1 

25 

H23

H28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高等学校 高専・専修・各種学校 短期大学 大学 その他（不明） 

父子世帯 

※ 中退者数を１００％として作成 
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表 15 本人の最終学歴

表Ⅲ－４－５　父子世帯における本人の最終学歴

計 2,831 100.0 3,951 100.0 ▲1,120 0.0 

14.3 ▲126 1.2 

(3) (2.1)

(16)

中退 189 6.7 200 5.1

9.9 304 7.7

(11.1) (18) (9.0)

(10) (5.3) (32) (16.0)

高専・専修・各種学校 (30) (15.9) － - － －

(▲22) (▲10.7)

▲11 1.6 

高等学校

短期大学

大学

その他（不明）

(112) (59.3) (121) (60.5) (▲9) (▲1.2)

(21)

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

311 7.9 ▲179 ▲3.2 

▲24 

1,666 42.2 ▲537 ▲2.3 

高等専門学校 ▲0.4 

高等学校 1,129 39.9

中学校 132 4.7

(8.5) (29) (14.5) (▲13) (▲6.0)

短期大学 498 17.6 694 17.6

2.2 

専修学校・各種学校 440 15.5 566

▲196 0.0 

大学・大学院 280

95 3.3 146 3.7 ▲51 

0.4 ▲14 ▲0.3 

(単位：人、％、ポイント)

今回（Ｈ２８）調査 前回（Ｈ２３）調査 差　引　増　減

人　数 割合 人　数 割合 人　数 割合

18 1.2 無回答（含無効） 64 2.3 46 1.1

その他（在学中等） 4 0.1 18

15.0 ▲7 0.6 

中学校 17 8.0 30 11.2 ▲13 ▲3.2 

高等学校 99 46.7 130 48.8 ▲31 ▲2.1 

(5) (35.7) (9) (34.3)

高専・専修・各種学校 (1) (5.0) (1) (7.1) (0) (▲2.1)

短期大学 (0) (0.0)

高等専門学校 5 2.4 7 2.6 ▲2 ▲0.2 

短期大学 9 4.2 8 3.0 1 1.2 

大学・大学院 33 15.6 40

大学 (5) (25.0) (1) (7.1) (4) (17.9)

その他（不明） (0) (0.0) － － － －

専修学校・各種学校 21 9.9 29 10.9 ▲8 ▲1.0 

中退 20 9.4 14 5.2 6 4.2 

高等学校 (14) (70.0)

その他（在学中等） 0 0.0 2 0.7 ▲2 ▲0.7 

無回答（含無効） 8 3.8 7 2.6 1 1.2 

計 212 100.0 267 100.0 ▲55 0.0 

(7) (50.0) (▲7) (▲50.0)

母子世帯 

父子世帯 
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